
今後の取組予定について

土器川大規模氾濫に関する減災協議会

資料－３



令和２年度の重点的な取組（案）

①「中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク」構築・推進
・令和元年度の「意見交換会」を踏まえた２か年プロジェクトの
推進

②要配慮者施設の避難確保計画、訓練の推進
・対象施設の避難確保計画作成率、訓練実施率の向上

③多機関連携型タイムラインの作成推進
・金倉川と大束川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区
域図の公表を反映し、香川県と連携して検討
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①「中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク」構築・推進
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Ａ）「枠組み（組織、場）づくり」
 ネットワーク組織の構築

「 （仮称）中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク」の設立
・事務局：地域行政（香川県、丸亀市、まんのう町など）

・主幹メンバー：香川県、丸亀市、まんのう町、香川県防災士会中讃支部、香川大学（四国危機管
理教育・研究・地域連携推進機構）、香川河川国道事務所

・協力メンバー：地域防災関連組織、社会福祉関連組織、まちづくり推進組織、NPO団体、ライフラ
イン事業者、民間企業、研究機関（徳島大学：人と地域創生センター）など

・活動内容：交流の場の常設、SNSグループ、シンポジウム開催、地域イベント参加、行動メニュー
の推進など

 交流の場の設置

「（仮称）中讃地域防災みらいセンター」の開設
・事務局：香川河川国道事務所、地域行政など

・活動内容：楽しい交流会、リーダー研修会、防災訓練・イベント企画など

Ｂ）「人材育成」
 地域防災リーダーの育成（みつける、そだてる、つなげる）

Ｃ）「地域連携」
 多種多様な組織との連携（つながる、うごく、つづける）

取組No.20、23



枠組み（組織、場）のイメージ
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中讃地域
防災みらいセンター

（事務局：
香川河川国道事務所）

「問題解決の場」
地域の問題が
持ち込まれる

「交流の場」
多様な人が
集まって
対話する

中讃地域
防災・減災・縮災ネットワーク

（事務局：地域行政）

自主
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つなぎ役 情報提供

当面スケジュール 令和２年度 令和３年度

２ヶ年プロジェクト
ネットワーク組織設立、活動開始

（減災対策協議会で承認）
活動の継続および

行動メニューと範囲の拡大



B2-1防災活動の支

援制度が整備され
ている

B1-2他分野のリー

ダーを活用できるよ
うになる

B3
地域防災リーダーの世代
がつながっている

B2-3地域防災リー

ダー認定制度が整
備されている

B1-1地域防災リー

ダーを創出するシ
ステムが整備され
ている

B3-1子供や若者の

防災学習の場や機
会が多くなる

B3-3防災に関する

生涯学習の場や機
会が多くなる

B2-4行政職員が防

災教育プログラム
に参加している

B2-5女性の活躍が
多くなる

B3-2子どもの防災

リーダーが育成さ
れている

B1
地域防災リーダーがみ
つかるようになる

B2
地域防災リーダーがそ
だっている

B1-3専門分野の人

材データベースが
整備されている

B2-2地域防災リー

ダーの研修会が開
催されている

行政

大学

防災士

行政

行政

行政

行政

：優先的に実施すべき行動メニュー
（各グループで選択）

数字：各グループの参加者選択数

大学防災士

防災士

防災士

大学

大学

大学

【人材育成】目的（案） B 地域防災リーダーが育成されている
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行動メニューの目的（案） （令和元年度意見交換会より）



C2-2要配慮者情報

のデータベースが
共有されている

C1-2広域的な交流

会の場や機会が多
くなる

C4-1地区防災計画

の取組が推進され
ている

C3-2行政の防災意
識が高くなる

C1-3防災活動を目

的の一つとした集
いの場ができてい
る

C2
防災に関連した地域協
働の取組が多くなる

C3-1広域のＩＣＳ（総

合調整システム）が
ある

C3-3防災に関連し
た広報が多くなる

C2-6体験型の防災

訓練の場や機会が
多くなる

C2-4世代を超えた

防災学習レクリエ
ーションの場や機
会が多くなる

C1-1防災・歴史の

勉強会の場や機会
が多くなる

C1-4既存イベントと

の連携ができてい
る C2-5学校との連携

による防災学習の
場や機会が多くな
る

C2-1連携コーディネ

ーターが育成され
ている

C1
防災に関連した交流活
動が多くなる

C2-3自治会活動が
多くなる

C3
防災に関連した行政支
援が多くなる

C4
地区防災計画が策定
されている

行政

大学

防災士

行政

行政

行政

防災士

防災士

大学

大学

大学

【地域連携】目的（案） C 防災に関連した地域連携が十分にできている
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行政

：優先的に実施すべき行動メニュー
（各グループで選択）

数字：各グループの参加者選択数

大学防災士
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市町 対象施設数
避難確保計画

作成済み
避難確保計画に
基づく訓練の実施

丸亀市 50施設
35施設
（70%）

27施設
（54%）

善通寺市 1施設
1施設
（100%）

0施設
（0%）

宇多津町 28施設
21施設
（75%）

6施設
（21%）

琴平町 4施設
2施設
（50%）

2施設
（50%）

多度津町 2施設
1施設
（50%）

1施設
（50%）

まんのう町 12施設
11施設
（92%）

8施設
（67%）

出典：「【調査票2-2】要配慮者利用施設の自衛水防（施設リスト） 香川県 平成31年3月末時点」

②要配慮者利用施設の避難確保計画、訓練の推進
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要配慮者利用施設一覧表（平成31年3月末時点）
（土器川における想定最大規模での浸水が生じる施設を対象）

取組No.30

引き続き、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の実施を推進する。



②要配慮者利用施設の避難確保計画、訓練の推進
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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進のための取り組み（香川県）

取組No.30

出典：「第２回 香川県大規模氾濫等減災協議会 資料－１ 令和元年6月10日」



③多機関連携型タイムラインの作成推進
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取組No.11

避難勧告着目型タイムライン 多機関連携型タイムライン

市町村長による避難勧告等の発令に着目して
、河川管理者と市町村等が協力して作成・運用
する。

迅速かつ効率的な防災行動の実施を目指し、
河川管理者、市町村、気象台等に加え、様々
な関係者による多様な防災行動を対象として、
多くの関係機関が連携して作成・運用する。

水害対応タイムライン

市町 対象河川

丸亀市 土器川

坂出市 大束川（土器川の情報追加）

善通寺市 金倉川（土器川の情報追加）

宇多津町 土器川、大束川

琴平町 土器川、金倉川

多度津町 金倉川（土器川の情報追加）

まんのう町 土器川

既往の避難勧告着目型タイムライン
（平成２９年２月作成）

平成３０年度検討の「丸亀市版（案）」を
参考に、香川県と連携して検討する。

機関名 対象となる関係機関

防災関係機関 警察、消防本部、消防団、自衛隊

ライフライン 四国電力、ＮＴＴ、四国ガス

交通機関 ＪＲ四国、琴参バス、琴平電鉄

要配慮者施設 協定受入施設

報道機関 テレビ放送局、ラジオ放送局

※赤字：「丸亀市版（案）」では対象外

対象となる関係機関（案）

金倉川及び大束川の想定最大規模降雨による洪水浸水区域図の公表を反映し、中讃
地域の単位で、香川県と連携して、多機関連携型タイムラインの作成を推進する。



台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、土器川直轄河川管理区間沿川における
丸亀市の様々な関係者による多様な防災行動を対象とした多機関連携型タイムライン（案）

香川河川国道事務所 住民等丸亀市気象・水象情報

水防団待機水位到達
祓川橋水位観測所（水位2.7m）

水防警報（待機・準備）

氾濫注意水位到達
祓川橋水位観測所（水位3.7m）

避難判断水位到達
祓川橋水位観測所（水位4.3m）

洪水予報
（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
祓川橋水位観測所（水位4.6m）

○ホットライン

堤防決壊によるはん濫

◇台風説明会

氾濫発生

○管理施設（水門・排水機場等）の点検・操作
確認

○リエゾンの派遣

○災害対策用機械の派遣

◇台風の予報

-72h

-48h

-24h

-6h
程度

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場の操作要請

○防災エキスパート等の要請

○危険情報を随時情報提供

○ホットライン

○TEC-FORCE（排水ポンプ車等含む）の派遣

◇台風に関する香川県気象情報（随時）

◇大雨、洪水警報発表

-2h
程度

0h

-1h
程度

○ホットライン（高松地方気象台）

水防警報
（情報）

-4h
程度

○緊急復旧

洪水予報（氾濫発生情報）

○官庁施設・通信施設等の点検

○排水ポンプ車・照明車の運用管理

○被害状況・調査結果等の公表

第一次配備体制
【災害警戒本部】

○水防団への指示第二次配備体制
【水防本部】

第三次配備体制
【災害対策本部】

避難対象地区
へ避難勧告

避難対象地区へ
避難準備・高齢者等避難開始

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を
確認

○自主避難者受け入れ

避難対象地区へ避難指示（緊急）

要配慮者避難開始

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合は、
避難準備・高齢者等避難開始の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○連絡要員の配置

○管理職の配置

避難開始

○首長若しくは代理者の登庁

○巡視・水防活動状況報告

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報
伝達

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車等）
の派遣要請

○テレビ、ラジオ、インター
ネット等による気象警報
等の確認

○防災無線、携帯メール等
による避難準備・高齢者
等避難開始の受信

○避難の準備（要配慮者以
外）

○テレビ、インターネット、携
帯メール等による大雨や
河川の状況を確認

○防災無線、携帯メール等
による避難準備・高齢者
等避難開始の受信

○水防団等への注意喚起

○自衛隊の派遣要請（市長→県知事）

○避難者への支援

○ハザードマップ等による
避難所・避難ルートの確
認

避難解除

○防災グッズの準備

○自宅保全

○大雨特別警報発表の住民への周知

◇大雨、洪水注意報発表

※台風最接近

○危険情報を随時情報提供

○防災無線、携帯メール等
による避難指示（緊急）・
避難勧告の受信

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル

２
注
意

レ
ベ
ル

３
警
戒

レ
ベ
ル

４
危
険

水
位
危
険
度
レ
ベ
ル
↓

レ
ベ
ル
５

↓（参考）過去洪水における時間

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設の
準備

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報を
確認

○樋門操作員への待機出動指示

○はん濫危険水位を超え、さらに上昇が見込
まれ、樋門操作が安全に行えないと判断さ
れる場合は樋門操作員へ退避要請

○樋門操作員への退避指示

○TEC-FORCEの派遣要請

○消防の応援に関する要請（市長→消防署）

○堤防調査委員会の設置

避難完了

○避難者への支援

○危険箇所を随時情報提供

※気象・水象情報に関する発表タイミ
ングについては、地域・事象によって
異なります。

◇大雨特別警報発表

○ホットライン

○被害状況の把握

○水防備蓄資材等の確保

○管理施設（排水ポンプ等）の点検・操作確認

防災関係機関
警察､

消防本部、消防団

ライフライン
四国電力､ＮＴＴ

交通機関
ＪＲ四国､琴参バス

要配
慮者
施設
協定受
入施設

○避難者の緊急
受入（協定施
設）

洪水予報
（氾濫危険情報）

○水防巡視（消防団）

○水防巡視・活動（消防団）

○救助・救出活動（消防本部、消
防団）

○設備の巡視および資機材の
点検（四電）

○災対用機器の点検・準備
（ポータブル衛星、衛星携帯
電話、移動電源車等）（NTT）

○台風説明会への参加（NTT）

○台風通過時の体制確保
（NTT）

○台風通過後のパトロール体
制確保（NTT）

○ＮＴＴビルへの防水板設置
（NTT）

○台風情報、その他気象情報
の収集（NTT）

○浸水解消後、本格的な復旧
活動に着手（四電）

○災害対策室（情連室）設置と班
員の待機（NTT）

○応急復旧（NTT）
○リエゾン派遣（NTT）
○被災状況把握（パトロール）

（NTT）
○被災対応拠点にポータブル

衛星設置、衛星携帯電話貸
出、移動電源車による給電
（NTT）

○台風進路により、風雨が規
制値を超えると想定される
場合は、今後の運行計画を
立てる（JR）

○列車運行に支障がある場合
は、お客様にその情報提供
（ホームページやプレス、駅
への掲示、放送案内等）
（JR）

○浸水等の危険性がある場合
は、安全確保を最優先とし
た対応を実施する。状況に
より車両の移動についても
検討・実施する (JR）

○バスの運休を検討（琴参バ
ス）

○運行状況の利用者への周知
（琴電バス）

○運行情報の提供（琴参バス）

○災害時の通信設備対応
（NTT）

（警察）
○災害情報の収集伝達及び被実態

の把握
○被災者の救出救助及び避難指示
○交通規制及び管制
○広域応援等の要請及び受入れ
○遺体の検視（見分）等の措置

○犯罪の予防及び取締り、その他
治安維持 等

※市や住民からの要請等により行動

【非常体制】（四電）
○災害対策本部設置

※災害関連警報が継続され
ており、管内の災害が広範
囲にわたる場合、もしくは
それが確実である場合

【厳重警戒体制】（四電）
※災害関連警報発令中で管

内に単発的な災害が発生
し、拡大が予想される場合

【警戒体制】（四電）
○情報収集・連絡要員を配置

※台風の接近に伴い、管内に
災害関連警報が発令され
た場合

水防警報
（出動）

○消防資機材等の点検（消防本
部、消防団）

○災害情報等の収集（消防本部）

多機関連携型タイムライン（案）【丸亀市】

9

取組No.11 H30年度作成



取組No.11
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○各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備
計画等に反映するなど責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むことが重要で
ある。

○原則、本協議会を毎年開催し、取組の進捗状況を共有し、実施した取組についても訓練等
を通じて習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。

○また、各構成機関が連携して取り組む必要がある課題は「水害に強いまちづくり検討会（減
災対策協議会 幹事会）」において検討を行い、必要に応じて取組方針に住民意見を反映
する。

○なお、本協議会は、他地域の取組方針の内容や技術開発の動向等を収集した上で、随時、
取組方針を見直すこととする。

H29.6.1
第３回
協議会

・取組状況の共有
・フォローアップ

H28.6.1
第1回
協議会

H28.8.29
第2回
協議会

・想定最大規模降雨の
洪水に対する今後の
取組方針の決定

・規約の制定
・減災の目標設定
・検討の進め方

H30.5.30
第4回
協議会

今後のスケジュール及びフォローアップ

R1.5.29
第5回
協議会

水害に強いまちづくり検討会（減災対策協議会幹事会）

・規約の改定
・取組方針の見
直し

・取組状況の報告
・取組方針の見直し
・新たな情報の共有

※毎年
開催R2.6.2

第6回
協議会

・取組状況の報告
・取組方針の見直し


